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研究成果の概要（和文）： 本研究では、通常の経済活動や刑法外の禁止行為と隣接性・連続性を持ち、それゆ
えに、刑罰がエンフォースメント手段として他の制裁と並置されている領域を経済刑法として取り扱い、その領
域設定の妥当性や、領域固有の法律問題が存在することを検証し、罪刑法定主義や故意その他の主観的構成要
件、違法性に関する一般的原理などに関して検討を行った。また、その成果に基づいて、デジタル決済制度、商
業賄賂、消費者保護法などについて、立法論なども含めた具体的検討を行った。

研究成果の概要（英文）：In this study, we treated as economic criminal law an area that has 
adjacency and continuity with ordinary economic activities and prohibited acts outside of criminal 
law and, therefore, in which punishment is juxtaposed with other sanctions as a means of 
enforcement. We examined the adequacy of our treat and the existence of area-specific legal issues 
(nulla poena sine lege, Mens rea and other subjective requirements and General principle of 
illegality). Based on the results of the study, we also conducted specific studies on digital 
payment systems, commercial bribery, and consumer protection laws, including legislative theory.

研究分野： 刑法
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
従来、経済刑法各論は、刑法学と各法システムの狭間において曖昧な状態にあったが、本研究では、それらの経
済刑法各論に一般的に妥当する総論的原理を探求することで、経済刑法固有の問題を明らかにし、その解決策を
示すと共に、経済刑法として取り扱われるべき法領域の持つべき特性を示した。それにより、刑法学において議
論すべき点を明らかにするとともに、各法システムの側においても、刑法学との役割分担に関する手掛かりを示
すことができたと解される。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
経済刑法について、その外延を財産犯にまで拡張すべきかどうかは争いがあるものの、中核領

域として、経済に関連する諸制度自体を保護法益とする刑罰法規、当該制度の関係者たる国民
（の財産）を総体として保護法益とする刑罰法規が含まれていることにはほとんど争いがない
（代表的な例として、独占禁止法や金融商品取引法などが挙げられる）。これらの刑罰法規は、
刑法典には存在せず、関連する諸制度について規定されている各法典の中で、罰則として規定さ
れているのが通常である。 
我が国では、経済刑法という刑法の一分野においては、従来、その範囲に関連する保護法益論

や歴史的展開などが重点的に研究されてきた。他方、その外延が不明確な点も相まってか、各刑
罰法規は、基本的に個別的・断片的に分析され各法システム内で完結しており、それを超えた議
論は行われてこなかった。そのため、経済刑法という法領域に共通する（そして、刑法総論にお
いては議論が尽くされていない）要素の有無や内容についての検討、すなわち、経済刑法総論と
呼ばれる領域の検討が、法人処罰などの一部の領域を除いて、必ずしも十分に行われてこなかっ
たように思われる。 
 それでは、経済刑法の各刑罰法規に共通する特徴とはどのようなものであろうか。上述の通り、
経済刑法の中核部分を占める刑罰法規は、刑法典ではなく、各法典内の罰則という形で規定され
ている。そのため、犯罪構成要件であると同時に、各法システムの一部でもある。もちろん、特
別刑法は経済刑法分野に限られたものではない。他の特別刑法から経済刑法を切り取るもう一
つの重要な特性として、経済活動に対する規制としての位置づけが挙げられる。すなわち、経済
刑法は日常生活と隣接性を有する行為態様を処罰の対象とすることが多く、許される行為と許
されない行為の区別が困難である一方で、その名宛人たる経済活動従事者からは処罰範囲の明
確な画定が求められている。そして、特別刑法であることに鑑みてそれ以上に重要なのは、その
ように日常的な経済活動と隣接する犯罪行為を罰則が規律することで、各刑罰法規は、当該法シ
ステム内においては、他の禁止行為抑止手段（例えば、課徴金制度のような行政法上の措置や民
事責任）といわばグラデーション的関係にある、エンフォースメント手段の一つとして捉えられ、
また、期待されているのである。 
 
２．研究の目的 
以上の背景のもとで、本研究課題は以下のような学術的「問い」を設定した。すなわち、上記

のような特性を持つ刑罰法規群として理解される経済刑法には、一般的な刑法総論においては
汲みつくされない問題が生じ、それによって、場合によっては異なる理論が妥当することがある
のではないか、と。 
 本研究の第一の目的は、この学術的「問い」の答え、すなわち、経済刑法総論と呼ばれる領域
を探求することである。また、この問いに答えることで、経済刑法総論と呼ばれる領域を構築す
るだけではなく、第二の目的、すなわち、経済刑法の諸罰則の解釈、運用、果ては立法のさらな
る発展に寄与できるものと考えた。 
 経済刑法各論は、確かに、学説においてこれまで議論されてはいるものの、刑法典各則の犯罪
に比べれば議論に乏しく、また、刑法総論の適用対象としてもあまり念頭に置かれてこなかった。
それは、問題の分析・検討に各法システムの分析が不可欠だからである。他方で、各法システム
の側も、刑法理論の知識を必要とする刑罰法規の分析には手を出しあぐねる状態にあった。その
結果、一部の特別刑法罰則については、その法システムから「取り残された」状態にあると評価
されているものすらある（山田泰弘＝伊東研祐編『会社法罰則の検証』（日本評論社、2015 年）
参照）。このような事態は、経済刑法分野の実務上の重要性に照らせば、非常に問題のある状況
である。経済刑法総論の構築は、刑法学と各法システムの狭間において曖昧な状態にあった問題
領域明確に刑法学の手元に引き寄せることになり、それによって、経済刑法についての刑法学の
更なる議論を引き起こす一助にもなるものと考えた。 
 
３．研究の方法 
 本研究課題の組織は、刑法（経済刑法）を専門とする研究代表者と、私法及び法と経済学を専
門とする研究分担者の 2名からなる。研究の対象は刑法学が中心であるため、研究の主体は研究
代表者であり、研究分担者の役割は補助的なものにとどまる（ただし、研究分担者も、研究課題
に関するやり取りの副次的成果とでもいうべきものを成果として公表している）。 
 具体的な研究方法として、経済刑法の各分野に散在する様々な領域から、経済刑法総論として
取り上げるにふさわしい論点を抽出し、経済刑法総論として、通常の刑法総論においては議論が
尽くされていない、領域固有の問題が存在するのかという検討を行った。具体的な検討対象とな
ったのは、罪刑法定主義、故意その他の主観的要件、違法性に関する一般的原理などである。検
討の際、重要な視角ととなったのは経済刑法の独自性である。すなわち、本研究が取り出した「経
済刑法」に共通する要素は、犯罪行為の態様が他の禁止行為や通常の経済活動と隣接性・連続性
を持つこと、及び、それによって、刑罰がエンフォースメント手段として他の制度と並置されて
いることであり、経済刑法総論としての独自の分析を行う際には、これらの諸要素に鑑みる必要



がある。とりわけ、刑罰法規がエンフォースメントの一手段として考えられているという視点は、
その妥当性の検証も含めて、本研究の独自性の一つである。 
 続けて、あるいは並行して、上記の成果に基づいて、経済刑法に属する各刑罰法規の検討を行
った。具体的な検討対象となったのは、金商法、独占禁止法、不正競争防止法、消費者保護法（景
品等表示法を含む）である。 
 
４．研究成果 
 以下に本研究の研究成果の概要を示す。 
 
（１）総論的検討――経済刑法総論の意義 
①前提としての罪刑法定主義の制約原理の確認 
中核刑法とは異なる経済刑法の独自性を考えようとする場合、とくに解釈論との関係で罪刑

法定主義によって画される限界について確認しておく必要がある。もっとも、罪刑法定主義にお
ける統制原理は一定の幅があるものであり、そして、以下に述べる通り、我が国の最高裁は、時
代によって広狭あるものの、おおむね、罪刑法定主義による統制を緩やかにとらえて、解釈方法
の柔軟性を重視している（なお、このような傾向について、刑法学説は常に賛否両論様々な意見
であった点も指摘される）。 
まず、類推解釈の禁止について、この原理が特に問題となるのは、立法時点では想定されてい

なかった事態が生じた場合である。もっとも、現行刑法制定から 100 年以上経過しその間社会経
済には大きな変容があったにもかかわらず、類推解釈の禁止の問題が最高裁によって直接取り
上げられたことは稀であり、また、類推解釈の禁止に抵触するとされた事案も存在しない。この
点について、そもそも類推解釈の禁止は、類似性を基礎とする法解釈という手段の性質からすれ
ば、そこまで厳しい制約ではなく（法解釈方法論の選択肢としては、「法文の文言にはあてはま
らないが、類似するので同様に評価できる」という手法を用いることができず、代わりに、「法
文の文言が〇〇という意味で、□□の場合も（従来からの概念である△△と同様に）それに包摂
される」という手法を用いるということを強いられるというだけなので）、その意味で、類推解
釈の禁止は、その言葉が持つインパクト程には、解釈方法の統制・制約原理として機能していな
い。 
 次に、明確性の原則について、同原則は、不明確な刑罰法規は違憲無効とすべきという意味で、
本来は立法に対する罪刑法定主義の要請であるが、「一応明確とされた法文を解釈によって具体
化する際の手法や結果が明確か否か」という形で、裁判官に対する統制原理としての「解釈の明
確性」を要求する見解が見られる。もっとも、判例においては、いわゆる合憲限定解釈を施した
場面それ以外に、解釈の明確性について言及したものは存在しない。また、本来の意味での明確
性原則についても、判例の示す「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に
当該行為がその適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるか」と
いう定式は、かなり緩やかに運用されていることは周知の通りである（なお、とりわけ技術性・
専門性の高い法領域においては、この運用を是とするほかはないと思われるが、代わりに、行政
機関によるガイドラインの充実を通じて、処罰対象となる行為を可能な限り明確化することが
望ましい。このことは、同時に法執行機関にとっても有用なはずである）。 
 
②経済刑法の独自性 
 以上の通り、罪刑法定主義による統制・制約はさほど厳しいものではなく、裁判所はある程度
柔軟な解釈をすることが可能であるが、最高裁判例を通覧すると、犯罪類型によって判断の傾向
に違いがあるように見受けられる。このことは、本研究の前提とする経済刑法の独自性が、ある
程度の妥当性を有することを示すものと解される。 
 詐欺罪と背任罪に関する判断の違いからそのような傾向を見て取ることができる。二つの犯
罪は、どちらも広範な処罰範囲をもたらすことが可能な文言を持ち、実際、判例実務においては
広範な処罰範囲の限界を試すかのような動きがあったという点で共通点を持つ。判例実務は、同
時に処罰範囲の適切な限界設定を試みようともしているが、その慎重さについては差異がある
ように見受けられる。具体的な例を挙げると、特殊詐欺に関しては、受け子が受け取る財物が詐
欺の被害品である可能性を認識して受け取っていれば、詐欺罪の共同正犯が認められているの
に対し、不正融資に関しては、借り手に犯罪行為についてのある程度の具体的な認識や単なる関
与以上の行為があってはじめて特別背任罪の共同正犯が認められていることが指摘される。不
正融資の借り手の共同正犯についての慎重な態度の根拠として、その経済活動の自由が言われ
ることがあるが、融資を受けるために書類の偽造などを行っていたなど保護に値する「合理的」
な経済活動と評価できるか疑問のある事案もあり、かつ、その事実だけでは共同正犯を認めるに
足る理由とは考えられていない。 
 両者の違いは、各犯罪の日常生活との近接性（行為による自由の制約の程度）が一因であるよ
うに解される。特殊詐欺の場合、少なくともかけ子と受け子の関与する犯行全体を見れば、当罰
的な詐欺であることは明らかである。他方、不正融資の場合、外形的には、通常の経済活動や処
罰されない過失による融資との区別が曖昧であると評価できる 。すなわち、許される行為と許
されない行為の境界が曖昧な犯罪類型については、最高裁は、犯罪の成立を根拠づけるために慎
重な認定を行おうとしているのではないかと推測できる 。この点についてなお理論的な検討を



要するが、刑罰法規は名宛人の行動の自由を国家が制約するという機能を持っている以上、制約
の程度が裁判所の判断に影響を与えることは考えられないものではない。 
 
③経済刑法に共通する犯罪成立限定理由 
 刑罰法規においては、「不法」「不正」などの表現が文言において用いられていることがある。
これらの文言について、例えば刑法典の逮捕監禁罪（220 条）や強盗利得罪（236 条 2 項）など
では、実質的な意味を持つ要件とは理解されていない（ただし、不正指令電磁的記録に関する罪）。
一方、経済刑法に属する刑罰法規においては、これらの文言が実質的な限定機能を持っているこ
とがある。例えば、不正競争防止法における営業秘密侵害罪の主観的要件である「不正の利益を
得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的」（不正利得加害目的、図利加害目的）
においては、目的の「不正」性が実質的な意味を持ち、例えば、内部告発などの公益目的などで
営業秘密を侵害した場合を構成要件段階で除外する機能を果たしている。このような実質的な
「不法」「不正」の要件は、公益あるいは社会全体の厚生に適う行為を構成要件段階で排除する
機能を持つものとして、文言で明言されていなくても経済刑法の刑罰法規に一般的に妥当する
と考える余地がある。 
 例えば、背任罪（刑法 247 条）は、営業秘密侵害罪類似の図利加害目的という目的要件がある
が、そこには「不正」の文言はなく、実際、内部告発などの公益目的があったとしてもそれだけ
では図利加害目的は否定されないというのが現状の理解である。しかしながら、営業秘密侵害罪
と同様に、あるいは、それ以上に背任罪において公益目的の行為を構成要件段階から排除する意
義が認められるのではないかと解される（背任罪は、刑法典の犯罪であるが、その中には、非有
体物である利益の「横領」のような類型と、それに該当しない経営者の背信的加害行為の二種類
があり、とくに後者の類型については、通常の経済活動との隣接性や、民法・会社法の規範やエ
ンフォースメント手段との関係性から経済犯罪と解する余地がある）。 
 
（２）各論的検討 
①デジタル決済制度の保護 
仮想通貨（暗号資産）、デジタル通貨のようなデジタル決済制度を悪用した横領類似行為が今

後登場する見込みは高く、その当罰性は明らかであるが、現行法では、そのような行為は、利益
の「横領」として、背任罪によって処罰される。もっとも、背任罪は横領罪より法定刑が軽く、
犯罪の実態を正確に把握した処罰ができない可能性がある。類似の問題は、預金口座内の金銭の
横領において古くから生じており、現行の判例実務では、預金口座内の金銭の法的な占有という
構成によって、横領罪として処罰されている。この構成は、本来有体物に限定されていた横領罪
の客体を実質的に無体物にまで緩和するものであり、それを拡張すればデジタル決済制度につ
いても現行の横領罪によって捕捉することは不可能ではない（現にそのような解釈論を志向す
る見解もある）。 
 しかしながら、金銭を客体とする横領罪に関する判例・学説の展開に基づけば、預金による金
銭の占有とは預金制度に基づき辛うじて認められる構成であり、デジタル決済制度が預金のよ
うな制度的保護を受けられているか（あるいは近い将来受けられるようになるか）は疑わしい。
また、日本の刑法典の財産犯体系は、基本的に事実をベースとした規制の形態であり、テクノロ
ジーの発展により経済が複雑化していくにつれ、関係者の実質的な経済的関係との間の齟齬が
大きくなってきている。この齟齬を（罪刑法定主義に反しない限度で）解釈によって乗り越える
ことは不可能ではないのかもしれないが、その運用の負担は、司法制度の担い手である実務家へ
の過剰な負担として現れる。したがって、デジタル決済手段の横領類似行為に対しては、（例え
ば、各法令で当該決済手段の保護をはかろうとする際に）新たな財産犯処罰規定を別途置くべき
だと思われる。 
 
②商業賄賂の規制 
公務員に関する贈収賄の処罰は長い伝統を持つのに対し、商業賄賂（企業などの私人間の贈収

賄）の処罰は比較的新しい問題である。公務員に対する贈収賄とは別に民間の商業賄賂を規制す
るのは、商業賄賂によって贈賄者やその属する企業が、取引の機会の獲得など、他の競争者に対
する有利な立場を不当に得ていると考えられるためである。その意味で、商業賄賂は、不正競争
手段の一種として捉えられてきた（競争歪曲型）。また、商業賄賂は、不正競争手段というだけ
でなく、収賄者の属する企業に対しても影響を及ぼす。すなわち、収賄者が賄賂と引き換えに自
身の属する企業等に対して負う義務（忠実義務等）に違反することで、企業の意思決過程等に不
当な影響を及ぼすほか、企業の財産に損失を生じさせ得るという点である（義務違反型）。 
以上二つの類型の商業賄賂について、比較法的に見ればドイツ刑法のように刑罰法規が存在

するほか、日本も署名する国連腐敗防止条約においても犯罪である旨明記されている。しかし、
日本においては、これら二つの類型について犯罪化の必要があるという議論はこれまでほとん
ど出てこなかった。 
 義務違反型の商業賄賂については、収賄者が雇用者に対して負う義務違反（の未遂）を処罰す
ることになるので、その当罰性について疑問があるが、競争歪曲型については、経済刑法の一種
として不正競争防止法などに処罰規定を創設することも十分選択肢たり得ると解される。もっ
とも、そのような刑罰法規を設けるに値する立法事実が存在すると言えるのか（換言すれば、日



本において商業賄賂がこれまであまり問題視されてこなかったのは何故か）について検討しな
ければならない（競争歪曲型の類型に含まれるものとして外国公務員贈賄罪があるが、民間企業
に対する商業賄賂の規制と同様には考えることはできない）。また、競争歪曲型の商業賄賂を規
制する場合、刑罰とそれ以外の他の規制手段との選択も問題となるであろう。公務員に対する贈
収賄は、伝統的に刑罰の対象であったが、それはいわば収賄側に着目してのことであり、競争歪
曲型のように贈賄側に着目して規制を行う場合、企業の経済活動に対する規制の実効性確保手
段として、非刑罰的措置を用いることも一定の合理性があるように思われる。 
 
③消費者保護制度 
 詐欺とまでは評価できない消費者保護のために様々な行為規制等の違反について、刑罰法規
に該当するのであれば（あるいは、新たに刑罰法規を創設しようとすれば）、それらの刑罰法規
は経済刑法に属するものと解されるが、②の競争歪曲型の商業賄賂と同様、そのエンフォースを
刑罰により行うべきか、非刑罰的手法によって行うべきかが問題となる。現行法上、非刑罰的手
段として、景品表示法の課徴金制度が近時創設されており、同手段と刑罰との比較が重要になる。 
これに関連して、近時、刑法学以外の分野から、エンフォースメント手段として刑罰よりも非

刑事的手段をより活用すべしとの意見が多くなっており、課徴金はその代表例として挙げられ
ている。しかしながら、刑法学の側から見れば、課徴金などの非刑罰的措置について、その対象
行為は刑罰法規と共通することが多く、一部は明らかに刑法学に由来すると思われる内容を持
つにもかかわらず、刑罰ではないということだけが強調され、その外延について精密な議論がな
されていると言い難いところがある。刑罰を後退・撤退させ非刑罰的な措置が拡大することによ
って、刑事司法制度の実質的な潜脱が生じることが許されないのは言うまでもない。そのため、
非刑罰的な措置の限界がどこにあるか、また、非刑罰的な措置に刑法理論の趣旨が妥当する部分
がないのか、経済刑法総論の構築のためには、こうした問題を検討する必要がある。そのため、
この点を、本研究課題に引き続く研究課題として設定した。 
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